
 
 

平成 24 年 5 月 18 日 

 

各      位 

会 社 名  ニホンフラッシュ株式会社 

代表者名  代表取締役社長 髙橋 栄二 

（コード番号 7820 東証第二部） 

問合せ先  取締役管理統括部長 庄野 淳 

（ TEL．0885 － 32 － 3431 ） 

 

定款の一部変更に関するお知らせ 

 

 当社は平成 24 年 5 月 10 日開催の取締役会において、下記のとおり、平成 24 年 6 月 26 日に開催予定の第 48 期

定時株主総会に、定款一部変更の件について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．変更の理由 

  株主の皆様への利益配分の機会を充実させるため、剰余金の配当（中間配当）ができるよう、基準日の規定

を追加するものであります。 

 

２．変更の内容 

（下線は変更箇所を示します。） 

現行定款 変更案 

（剰余金の配当等） 

第 46 条 

（条文省略） 

②当会社は、毎年 3 月 31 日の最終の株主名簿に記載

または記録された株主または登録株式質権者に対し

て金銭による剰余金の配当（以下「配当金」という。）

を行う。 

③（条文省略） 

（剰余金の配当等） 

第 46 条 

（現行どおり） 

②当会社は、毎年 3月 31 日または 9月 30 日の最終の

株主名簿に記載または記録された株主または登録株

式質権者に対して金銭による剰余金の配当（以下「配

当金」という。）を行う。 

③（現行どおり） 

 

３．日程 

 定款変更のための株主総会開催日   平成 24 年 6 月 26 日（予定） 

 定款変更の効力発生日        平成 24 年 6 月 26 日（予定） 

 

以  上 


